
一般社団法人全国軽自動車協会連合会より、流通確認業務サービスの運用開始 
についてご案内がありましたので、下記チラシにてお知らせします。 

これにより、自動車ディーラー等が発行した承諾書等につては、７月１日以降、 
流通確認業務においては使用されませんが、名義変更の手続き等の際、申請書類に 
含まれている場合等には、廃棄せずに軽自動車協会事務所窓口にご提出いただけ 
ますようお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


